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第２期安城市子ども・子育て支援事業計画案　パブリックコメント集約意見及び回答

１．募集期間 　　令和元年１２月６日（金）~令和２年１月６日（月）

２．意見提出数 　１人（１件）
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第４章

具体的な施策

方針５

「支援を必要とする

子どもや保護者への

対策」（P46）

　子ども・子育て支援事業計画と障害児福祉計画は、紐付けされてお

り、すべての子にこの計画が該当すると認識しています。(P5)

計画内には、共働き家庭環境を充実させる為の色々な保育サービス方

針が示されています。（P34)

しかし、P34以降の計画を見ても、発達支援事業に通園してる子や家

庭に対しての内容はありません。

この記載だと、計画内の共働きに対する支援制度の整備は、発達支援

事業に通園している子がいる家庭は除外されていることになると思い

ます。

意図的に除外しているなら、「除外している」と明記するべきです。

また、課題があって除外してるのであれば、現状・課題を記載すべき

です。(P46 方針5)

発達支援事業に通園してる子や家庭について、何も記載がないことを

とても疑問に感じますし、絶対に何かしら記載すべきだと思います。

　本市では、安城市総合計画で中長期な全ての計画の基本となる指針

を示し、各分野の詳細な状況や実施事業については、それぞれの個別

計画を策定しています。

　第２期安城市子ども・子育て支援事業計画は、国の法律や指針に基

づき、幼児教育・保育の提供体制と地域子ども・子育て支援事業の総

合的、計画的な実施等について掲載しています。

　共働き家庭を含め、様々な支援が必要な家庭を踏まえ、３５ページ

の（５）支援を必要とする子どもや保護者への対策に「発達障害をは

じめとする障害児に対する適切な支援を安定的に提供できるよう民間

活力を導入した施設整備を促進し、虐待を未然に防ぐため関係機関と

の情報交換、連携の強化を図るなど、支援が必要な子どもや保護者へ

の対策を推進します。」と掲載しております。

　なお、児童発達支援等の障害児通所支援体制については、「安城市

障害者計画」が策定されており、現在策定中の次期計画においてニー

ズ等を踏まえて検討しています。

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。
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